市制施行２０周年記念　第２１回桜川市さくらマラソン大会出店要項（案）

１　目　的
この要項は、桜川市さくらマラソン大会実行委員会（以下「実行委員会」という。）が「桜川市さくらマラソン大会」を住民とランナー等の交流の場とするため、地域特産品やスポーツ用品等の販売等の出店を許可するときの基準を定めることを目的とする。
２　販売または展示等品目
（１）地域特産品
（２）スポーツ用品
（３）その他マラソン大会にふさわしいと実行委員長が認めたもの。
※アルコール類の販売は禁止とする。
３　出店料
（１）１ヶ所（約3.6ｍ×約5.4ｍ）につき、15,000 円とする。ただし、桜川市内の者（団体）に
関しては10,000 円とする。（※ただしキッチンカーは半額とする）
（２）地域諸団体等で、販売以外を目的とするものの出店料は無料とする。
（３）実行委員長が認めたものは、出店料を免除することができる。
４　出店者
（１）市内・市外で通年活動している団体および個人とする。
（２）その他実行委員長が認めたもの。
（３）暴力団関係者等適当でないと思われる団体及び個人の出店は禁止する。
５　出店申請
（1） 出店を希望する者（団体）は、様式 1 を実行委員長が定めた日時までに提出するものとする。
（2） テントの数に限りがあるため、定数に達し次第出店の申請受付を終了することとする。
６　出店許可
（１）実行委員長が出店を認めた場合は、許可書（様式2）を発行し、出店中は携行することとする。
（２）実行委員長は申請内容に虚偽記載があった場合等、不適当と認めた場合は許可を取り消し、また出店中であっても即刻閉店させることができる。この場合、出店料の返還は行わないものとする。
７　出店場所
（１）出店の位置は、実行委員長が指示するものとする。
８　申込期限
　　令和８年（２０２６年）１月３１日（土）まで
９　その他
（１）出店を許可したものには、テントは実行委員会が用意するが、その他必要な備品（イス・机・電源・消火器）等は、申請者（団体）が用意するものとする。
（２）この要項に定めるもののほか、実行委員長が必要と認めたときは、出店の許可を受けたものに指示することができるものとする。



（様式1）
令和　　年　　月　　日

桜川市さくらマラソン
大会実行委員会
委員長　蛯原　正善　様


申請者住所

申請者氏名（団体名）

団体代表者氏名

連絡先TEL


市制施行２０周年記念　第２１回桜川市さくらマラソン大会出店申請書


市制施行２０周年記念　第２１回桜川市さくらマラソン大会において、以下のとおり出店を申請します。なお、出店等に関するトラブル事項等につきましては、責任をもって対処します。


１．出店の目的
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２．販売品目及び価格（なるべく詳細に）
